
 

姫姫姫路路路   ユユユニニニオオオンンン   
 

働く人なら誰でも 

１人でも入れる労働組合 

No.32 2009.6.15 

姫路市東延末１丁目６４ 

TEL:079-288-1734  FAX:079-288-1158 

 

 

 

 

 
 

 

６月６日  第 12回定期大会 

 

４月２０日  武庫川ｕスト支援 

３月１４日 兵庫たたかう仲間の集会 

２月２５日  ミニ派遣村稼働 

１２月２５日  駅ビラに大反響 

１１月１１日  兵庫ｕアクション ５ヵ所抗議 

   ３年契約で 
働いていた中国の 

仲間、８ヵ月で突然解
雇!!  ミニ派遣村入村、
職探しと共に、集会・抗  
議行動やスト支援など 
に大活躍。ユニオン自 
体を活性化!! 

、 

 ６月６日に第１２回定期大会を行いまし
た。組合員数は４５人、０８年４月１日の組
合員数はわずか１７人だったので、ほぼ３
倍増にはなりました。だが県下で最小・・。 
 ０６年９月、ユニオン全国交流会で中野
麻美弁護士の話「派遣法は、職安法で禁
止されていた労働者供給をむりやり合
法化した。遠く江戸時代の『人売り・ピン
ハネ』を現代に入れ、『労働法で守る』の
ではなく、『商取引』で独占禁止法に基
づいて『ダンピング』され、雇用調整弁に
される」を聞きました。 姫路ユニオンに
とっては強烈なショックでした。 
 人間が正に商品扱いではないか・・・！! 
０８年８月以降、世界恐慌の影響で派

遣切りが報道され、また年末年始の派遣
村の取り組みにより、派遣の実態が可視
化され、 悪法『労働者派遣法』に対する
批判の世論が一気に拡大しました。 
ユニオンの名が知れ渡り「生活を守る

すべ」を求める労働者から多くの相談が 
集まりました。 

姫路ユニオンの労働相談は０９年１～５月の間に３５
件となり、０８年１年間の相談件数２９件を超えました。 
昨年末２５日、「派遣切りやめろ！」のターミナル宣

伝・ビラ活動では、「御苦労さん、頑張って」など、取り組
んだ私達自身が驚くほどの大きな反響を経験しました。 
 今、姫路ユニオンは多くの解雇問題にも関わり、法廷
闘争も視野に入れた取り組みが進行中です。 
 私達はお互いに励まし合い、連帯・団結を強め、学習
を進め、まわりの仲間・県下や全国のユニオンとの連帯
を強めながら、闘いを進めて行く決意です。 

  ユニオン運動に 
賛同の人からの申し出
で、ミニ派遣村が２月２５ 
  日に稼働・・・!! 
   
  実現した。 

      法律違反「知らぬ存ぜぬ」の悪質な経営 
者に、０８年１１月１１日『兵庫ユニオン・アクション』として県下の 
ユニオンが集まり、芦屋・神戸２ヵ所・西脇と、姫路の石橋内科の 

計５ヵ所を「一日行動」で、抗議して回りました!! 


